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 佐賀県訓令甲第４号 

                                                    本 庁    

                                                    現 地 機 関   

                                                    労働委員会事務局    

 佐賀県行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令を次のように定める。 

  令和４年３月31日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    

   佐賀県行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令 

 （佐賀県文書管理規程の一部改正） 

第１条 佐賀県文書管理規程（昭和55年佐賀県訓令甲第１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 課 組織規則第３条第１項及び第３項から第５項まで並び

に第４条第２項に規定する課及びセンター、政策調整監のうち

から知事が指定する職員（この号及び第８号において単に「政策

調整監」という｡）及び当該政策調整監が指揮監督する組織規則

第27条の２第１項の規定により置かれた職にある者からなる組

織並びに推進監及び組織規則第27条第１項の規定により置かれ

た職にある者からなる組織をいう。 

(4) 課 組織規則第３条第１項及び第３項から第６項まで並び

に第４条第２項に規定する課及びセンター、政策調整監のうち

から知事が指定する職員（この号及び第８号において単に「政策

調整監」という｡）及び当該政策調整監が指揮監督する組織規則

第27条の２第１項の規定により置かれた職にある者からなる組

織、政策調整監及び当該政策調整監が指揮監督する組織規則第

27条の３第１項の規定により置かれた職にあるものからなる組

織、推進監及び組織規則第27条第１項の規定により置かれた職

にある者からなる組織並びにリーダー及び同項の規定により置

かれた職にある者からなる組織をいう。 

(5)～(7) 略 (5)～(7) 略 

(8) 課長 組織規則第23条第１項に規定する課長及びセンター (8) 課長 組織規則第23条第１項に規定する課長及びセンター
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改正前 改正後 

長、政策調整監（政策調整監及び当該政策調整監が指揮監督する

組織規則第27条の２第１項の規定により置かれた職にある者か

らなる組織が置かれた場合に限る｡）並びに推進監（推進監及び

組織規則第27条第１項の規定により置かれた職にある者からな

る組織が置かれた場合に限る｡）をいう。 

長、政策調整監（政策調整監及び当該政策調整監が指揮監督する

組織規則第27条の２第１項の規定により置かれた職にある者か

らなる組織又は政策調整監及び当該政策調整監が指揮監督する

組織規則第27条の３第１項の規定により置かれた職にある者か

らなる組織が置かれた場合に限る｡）、推進監（推進監及び組織

規則第27条第１項の規定により置かれた職にある者からなる組

織が置かれた場合に限る｡）並びにリーダー（リーダー及び同項

の規定により置かれた職にある者からなる組織が置かれた場合

に限る｡）をいう。 

(9)・(10) 略 (9)・(10) 略 

(11) 所長 所の長（農林事務所地域農業改良普及センター長を

含み、博物館、九州陶磁文化館、美術館、名護屋城博物館及び佐

賀城本丸歴史館にあっては常勤の館長又は統括副館長、療育支

援センターにあっては専任の所長又は統括副所長とする｡）をい

う。 

(11) 所長 所の長（農林事務所地域農業振興センター長を含み、

博物館、九州陶磁文化館、美術館、名護屋城博物館及び佐賀城本

丸歴史館にあっては常勤の館長又は統括副館長、療育支援セン

ターにあっては専任の所長又は統括副所長とする｡）をいう。 

(12)～(22) 略  (12)～(22) 略 

（決裁区分の表示） （決裁区分の表示） 

第22条 起案文書には所定の箇所に、知事の決裁事項については

「甲」、副知事専決事項については「乙」、部長専決事項について

は「丙」、情報統括監専決事項、医療統括監専決事項、局長専決事

項、理事専決事項、副部長専決事項、副局長専決事項、政策総括監

専決事項、さがデザイン総括監専決事項、税政総括監専決事項、ス

ポーツ総括監専決事項、企業立地総括監専決事項及び出納局長専

決事項については「丙
2

」、課長専決事項及び政策調整監専決事項に

ついては「丁」、室長専決事項、さがデザイン推進監専決事項、調

整監専決事項、国民保護・防災対策監専決事項、団体検査・指導監 

第22条 起案文書には所定の箇所に、知事の決裁事項については

「甲」、副知事専決事項については「乙」、部長専決事項について

は「丙」、政策統括監専決事項、情報統括監専決事項、医療統括監

専決事項、局長専決事項、理事専決事項、副部長専決事項、副局長

専決事項、政策総括監専決事項、さがデザイン総括監専決事項、税

政総括監専決事項、スポーツ総括監専決事項、ＤＸ・スタートアッ

プ総括監専決事項、再生可能エネルギー総括監専決事項、企業立地

総括監専決事項及び出納局長専決事項については「丙
2

」、課長専決

事項及び政策調整監専決事項については「丁」、室長専決事項、さ 
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改正前 改正後 

 専決事項、副課長専決事項、副センター長専決事項、副室長専決事

項及び企画主幹専決事項については「丁
2

」、係長専決事項について

は「丁
3

」の表示をしなければならない。 

 がデザイン推進監専決事項、調整監専決事項、国民保護・防災対策

監専決事項、団体検査・指導監専決事項、副課長専決事項、副セン

ター長専決事項、副室長専決事項及び企画主幹専決事項について

は「丁
2

」、係長専決事項については「丁
3

」の表示をしなければなら

ない。 

 （佐賀県職員被服類貸与規程の一部改正） 

第２条 佐賀県職員被服類貸与規程（昭和55年佐賀県訓令甲第６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条、第７条、第８条） 別表第１（第２条、第７条、第８条） 

区分 

被貸与者 貸与品 

職員の範囲 品目 数量 

貸与

期間

(年) 

１ 略      

２ 被服

類の汚

損が著

しい職

にある

職員 

(1)～(14) 略    

(15) 土地対策課で国

土調査業務に従事す

る職員 

 略 

(16)～(26) 略    

３～６ 略    
 

区分 

被貸与者 貸与品 

職員の範囲 品目 数量 

貸与

期間

(年) 

１ 略      

２ 被服

類の汚

損が著

しい職

にある

職員 

(1)～(14) 略    

(15) 土地利活用課で

国土調査業務に従事

する職員 

 略 

(16)～(26) 略    

３～６ 略    
 

 注１・注２ 略  注１・注２ 略 

 （佐賀県職員安全衛生管理規程の一部改正） 

第３条 佐賀県職員安全衛生管理規程（平成元年佐賀県訓令甲第２号）の一部を次のように改正する。 
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  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

 （定義）  （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 課 組織規則第３条第１項及び第３項から第５項まで並び

に第４条第２項に規定する課及びセンター、政策調整監のうち

から知事が指定する職員及び当該職員が指揮監督する組織規則

第27条の２第１項の規定により置かれた職にある者からなる組

織、推進監及び組織規則第27条第１項の規定により置かれた職

にある者からなる組織並びに労働委員会事務局をいう。 

(3) 課 組織規則第３条第１項及び第３項から第６項まで並び

に第４条第２項に規定する課及びセンター、政策調整監のうち

から知事が指定する職員（この号において単に「政策調整監」と

いう｡）及び当該政策調整監が指揮監督する組織規則第27条の２

第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織、政策調

整監及び当該政策調整監が指揮監督する組織規則第27条の３第

１項の規定により置かれた職にある者からなる組織、推進監及

び組織規則第27条第１項の規定により置かれた職にある者から

なる組織、リーダー及び同項の規定により置かれた職にある者

からなる組織並びに労働委員会事務局をいう。 

(4) 略 (4) 略 

 （佐賀県職員の職務発明等に関する規程の一部改正） 

第４条 佐賀県職員の職務発明等に関する規程（平成２年佐賀県訓令甲第８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 課 佐賀県行政組織規則（平成28年佐賀県規則第20号。以下

「組織規則」という｡）第３条第１項及び第３項から第５項まで

(2) 課 佐賀県行政組織規則（平成28年佐賀県規則第20号。以下

「組織規則」という｡）第３条第１項及び第３項から第６項まで
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改正前 改正後 

並びに第４条第２項に規定する課及びセンター、政策調整監のう

ちから知事が指定する職員及び当該職員が指揮監督する組織規

則第27条の２第１項の規定により置かれた職にある者からなる

組織並びに推進監及び組織規則第27条第１項の規定により置か

れた職にある者からなる組織をいう。 

並びに第４条第２項に規定する課及びセンター、政策調整監の

うちから知事が指定する職員（この号において単に「政策調整

監」という｡）及び当該政策調整監が指揮監督する組織規則第27

条の２第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織、

政策調整監及び当該政策調整監が指揮監督する組織規則第27条

の３第１項の規定により置かれた職にある者からなる組織、推

進監及び組織規則第27条第１項の規定により置かれた職にある

者からなる組織並びにリーダー及び同項の規定により置かれた

職にある者からなる組織をいう。 

(3)～(13) 略 (3)～(13) 略 

 （佐賀県職員の勤務地の特例に関する規程の一部改正） 

第５条 佐賀県職員の勤務地の特例に関する規程（平成17年佐賀県訓令甲第２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（勤務する場所及び担当事務） （勤務する場所及び担当事務） 

第２条 部、局、課、センター若しくは室又は現地機関（以下「所属」

という｡）の所在する場所以外の場所で勤務させる職員の勤務する

場所及び担当事務は、次に定めるとおりとする。 

第２条 部、局、課、センター若しくは室又は現地機関（以下「所属」

という｡）の所在する場所以外の場所で勤務させる職員の勤務する

場所及び担当事務は、次に定めるとおりとする。 

 所属名 勤務する場所 担当事務 

 略 

スポーツ課  略 

 

 

 

 

佐賀県立博物

館 

 略 

 

 所属名 勤務する場所 担当事務 

 略 

スポーツ課  略 

ＳＡＧＡ２０

２４競技運営

チーム 

兵庫県、大分

県及び鹿児島

県 

国民スポーツ大会の県外開催競

技の準備に関すること。 

佐賀県立博物

館 

 略 
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改正前 改正後 

 略 
 

 略 
 

 （佐賀県本庁決裁等規程の一部改正） 

第６条 佐賀県本庁決裁等規程（平成28年佐賀県訓令甲第７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 課長 政策調整監のうちから知事が指定する職員並びに組

織規則第23条第１項に規定する課長及びセンター長をいう。 

(4) 課長 政策調整監のうちから知事が指定する職員、推進監、

リーダー並びに組織規則第23条第１項に規定する課長及びセン

ター長をいう。 

(5) 副課長 組織規則第24条第１項に規定する副課長及び副セ

ンター長並びに組織規則第27条第１項及び第27条の２第１項の

規定により置かれた副課長をいう。 

(5) 副課長 組織規則第24条第１項に規定する副課長及び副セ

ンター長並びに組織規則第27条第１項、第27条の２第１項及び

第27条の３第１項の規定により置かれた副課長をいう。 

(6) 係長 組織規則第25条第１項に規定する係長並びに組織規

則第27条第１項及び第27条の２第１項の規定により置かれた係

長をいう。 

(6) 係長 組織規則第25条第１項に規定する係長並びに組織規

則第27条第１項、第27条の２第１項及び第27条の３第１項の規

定により置かれた係長をいう。 

（副知事等の専決） （副知事等の専決） 

第５条 略 第５条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 次の各号に定める者は、部長が専決することができる事務のう

ち、部長が定めるものを専決することができる。 

３ 次の各号に定める者は、部長が専決することができる事務のう

ち、部長が定めるものを専決することができる。 

  (1) 政策統括監 

(1)～(8) 略 (2)～(9) 略 
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改正前 改正後 

 (10) ＤＸ・スタートアップ総括監 

 (11) 再生可能エネルギー総括監 

(9)～(11) 略 (12)～(14) 略 

 (15) リーダー 

 (12) 副課長（組織規則第27条第１項及び第27条の２第１項の規

定により置かれた者に限る｡） 

(16) 副課長（組織規則第27条第１項、第27条の２第１項及び第27

条の３第１項の規定により置かれた者に限る｡） 

 (13) 企画主幹（組織規則第27条第１項及び第27条の２第１項の

規定により置かれた者に限る｡） 

(17) 企画主幹（組織規則第27条第１項、第27条の２第１項及び第

27条の３第１項の規定により置かれた者に限る｡） 

４ 略 ４ 略 

５ スポーツ総括監は、文化・スポーツ交流局長が専決することがで

きる事務のうち、文化・スポーツ交流局長が定めるものを専決する

ことができる。 

５ スポーツ総括監は、ＳＡＧＡ２０２４・ＳＳＰ推進局長が専決す

ることができる事務のうち、ＳＡＧＡ２０２４・ＳＳＰ推進局長が

定めるものを専決することができる。 

６ 次の各号に定める者は、課長が専決することができる事務のう

ち、課長が定めるものを専決することができる。 

６ 次の各号に定める者は、課長が専決することができる事務のう

ち、課長が定めるものを専決することができる。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

(6) 副課長（組織規則第27条第１項及び第27条の２第１項の規定

により置かれた者を除く｡） 

(6) 副課長（組織規則第27条第１項、第27条の２第１項及び第27

条の３第１項の規定により置かれた者を除く｡） 

 (7) 企画主幹（組織規則第27条第１項及び第27条の２第１項の規

定により置かれた者を除く｡） 

(7) 企画主幹（組織規則第27条第１項、第27条の２第１項及び第

27条の３第１項の規定により置かれた者を除く｡） 

７・８ 略 ７・８ 略 

（部長等の代決者等） （部長等の代決者等） 

第11条 略 第11条 略 

 ２ 政策統括監が専決することができる事務について、政策統括監

が不在のときは、政策統括監があらかじめ指名する政策総括監又

は政策調整監がその事務を代決することができる。 

２ 情報統括監が専決することができる事務について、情報統括監 ３ 情報統括監が専決することができる事務について、情報統括監
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が不在のときは、情報課長がその事務を代決することができる。 が不在のときは、行政デジタル推進課長がその事務を代決するこ

とができる。 

３～９ 略 ４～10 略 

 11 ＤＸ・スタートアップ総括監が専決することができる事務につ

いて、ＤＸ・スタートアップ総括監が不在のときは、産業政策課長

又はＤＸ・スタートアップ推進室長がその事務を代決することが

できる。 

 12 再生可能エネルギー総括監が専決することができる事務につい

て、再生可能エネルギー総括監が不在のときは、新エネルギー産業

課長がその事務を代決することができる。 

10・11 略 13・14 略 

12 スポーツ総括監が専決することができる事務について、スポー

ツ総括監が不在のときは、当該事務を担当する課長（ＳＡＧＡスポ

ーツピラミッド構想に関する事務については、推進監）又は室長が

その事務を代決することができる。 

15 スポーツ総括監が専決することができる事務について、スポー

ツ総括監が不在のときは、当該事務を担当する課長又は室長がそ

の事務を代決することができる。 

（課長等の代決者等） （課長等の代決者等） 

第12条 略 第12条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 総務部に置かれた政策調整監が専決することができる事務につ

いて、当該政策調整監が不在のときは、総務部長があらかじめ指名

する副部長がその事務を決裁するものとする。 

４ 総務部に置かれた政策調整監が専決することができる事務につ

いて、当該政策調整監が不在のときは、当該政策調整監があらかじ

め指名する副課長又は企画主幹がその事務を代決することができ

る。 

５～11 略 ５～11 略 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

事務の種類 事務委任先 委任する事務の内容 

旅行命令に 副知事、会計管理者、部 自己の旅行命令に関す 

事務の種類 事務委任先 委任する事務の内容 

旅行命令に 副知事、会計管理者、部 自己の旅行命令に関す 
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関する事務 長、情報統括監、医療統

括監、局長、理事、副部

長、副局長、政策総括監、

さがデザイン総括監、税

政総括監、企業立地総括

監、スポーツ総括監、課

長、政策調整監、さがデ

ザイン推進監、調整監、

推進監及び出納局長 

 

 

 

 

ること 

 略  

政策調整監及び推進監 特定政策組織（政策調整

監のうちから知事が指

定する職員並びに当該

職員が指揮監督する組

織規則第27条の２第１

項の規定により置かれ

た職にある者からなる

組織並びに推進監及び

組織規則第27条第１項

の規定により置かれた

職にある者からなる組

織をいう。以下同じ｡）に

所属する職員の旅行命 

関する事務 長、政策統括監、情報統

括監、医療統括監、局長、

理事、副部長、副局長、

政策総括監、さがデザイ

ン総括監、税政総括監、

ＤＸ・スタートアップ総

括監、再生可能エネルギ

ー総括監、企業立地総括

監、スポーツ総括監、課

長、政策調整監、さがデ

ザイン推進監、調整監、

推進監、リーダー及び出

納局長 

ること 

 略  

政策調整監、推進監及び

リーダー 

特定政策組織（政策調整

監のうちから知事が指

定する職員及び当該職

員が指揮監督する組織

規則第27条の２第１項

の規定により置かれた

職にある者からなる組

織、政策調整監のうちか

ら知事が指定する職員

及び当該職員が指揮監

督する組織規則第27条

の３第１項の規定によ

り置かれた職にある者 
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 令に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間外勤務

の命令に関

する事務 

 略   

政策調整監及び推進監 特定政策組織に所属す

る職員の時間外勤務の

命令に関すること 

 

年次休暇等

の願の処理

に関する事

務 

副知事、会計管理者、部

長、情報統括監、医療統

括監、局長、理事、副部

長、副局長、政策総括監、

さがデザイン総括監、税

政総括監、企業立地総括

監、スポーツ総括監、課

長、政策調整監、さがデ

ザイン推進監、調整監、

推進監及び出納局長 

 

 

 

自己の年次休暇等の処

理に関すること 

 

 
 からなる組織、推進監及

び組織規則第27条第１

項の規定により置かれ

た職にある者からなる

組織並びにリーダー及

び同項の規定により置

かれた職にある者から

なる組織をいう。以下同

じ｡）に所属する職員の

旅行命令に関すること 

時間外勤務

の命令に関

する事務 

 略 

政策調整監、推進監及び

リーダー 

特定政策組織に所属す

る職員の時間外勤務の

命令に関すること 

年次休暇等

の願の処理

に関する事

務 

副知事、会計管理者、部

長、政策統括監、情報統

括監、医療統括監、局長、

理事、副部長、副局長、

政策総括監、さがデザイ

ン総括監、税政総括監、

ＤＸ・スタートアップ総

括監、再生可能エネルギ

ー総括監、企業立地総括

監、スポーツ総括監、課

長、政策調整監、さがデ

ザイン推進監、調整監、

推進監、リーダー及び出 

自己の年次休暇等の処

理に関すること 
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 略   

政策調整監及び推進監 特定政策組織に所属す

る職員の年次休暇等の

処理に関すること 

 

週休日の振

替に関する

事務 

会計管理者、部長、情報

統括監、医療統括監、局

長、理事、副部長、副局

長、政策総括監、さがデ

ザイン総括監、税政総括

監、企業立地総括監、ス

ポーツ総括監、課長、政

策調整監、さがデザイン

推進監、調整監、推進監

及び出納局長 

 

 

 

 

自己の週休日の振替に

関すること 

 略  

政策調整監及び推進監 特定政策組織に所属す

る職員の週休日の振替

に関すること 

時間外勤務

代休時間の

指定に関す 

 略  

政策調整監及び推進監 特定政策組織に所属す

る職員の時間外勤務代 

 納局長  

 略  

政策調整監、推進監及び

リーダー 

特定政策組織に所属す

る職員の年次休暇等の

処理に関すること 

週休日の振

替に関する

事務 

 

会計管理者、部長、政策

統括監、情報統括監、医

療統括監、局長、理事、

副部長、副局長、政策総

括監、さがデザイン総括

監、税政総括監、ＤＸ・

スタートアップ総括監、

再生可能エネルギー総

括監、企業立地総括監、

スポーツ総括監、課長、

政策調整監、さがデザイ

ン推進監、調整監、推進

監、リーダー及び出納局

長 

自己の週休日の振替に

関すること 

 略  

政策調整監、推進監及び

リーダー 

特定政策組織に所属す

る職員の週休日の振替

に関すること 

時間外勤務

代休時間の

指定に関す 

 略 

政策調整監、推進監及び

リーダー 

特定政策組織に所属す

る職員の時間外勤務代 
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る事務  休時間の指定に関する

こと 

休日の代休

日の指定に

関する事務 

会計管理者、部長、情報

統括監、医療統括監、局

長、理事、副部長、副局

長、政策総括監、さがデ

ザイン総括監、税政総括

監、企業立地総括監、ス

ポーツ総括監、課長、政

策調整監、さがデザイン

推進監、調整監、推進監

及び出納局長 

 

 

 

 

自己の休日の代休日の

指定に関すること 

 略 

政策調整監及び推進監 特定政策組織に所属す

る職員の休日の代休日

の指定に関すること 

宿日直勤務

の命令に関

する事務 

会計管理者、部長、情報

統括監、医療統括監、局

長、理事、副部長、副局

長、政策総括監、さがデ

ザイン総括監、税政総括

監、企業立地総括監、ス

ポーツ総括監、課長、政 

自己の宿日直勤務の命

令に関すること 

る事務  休時間の指定に関する

こと 

休日の代休

日の指定に

関する事務 

会計管理者、部長、政策

統括監、情報統括監、医

療統括監、局長、理事、

副部長、副局長、政策総

括監、さがデザイン総括

監、税政総括監、ＤＸ・

スタートアップ総括監、

再生可能エネルギー総

括監、企業立地総括監、

スポーツ総括監、課長、

政策調整監、さがデザイ

ン推進監、調整監、推進

監、リーダー及び出納局

長 

自己の休日の代休日の

指定に関すること 

 略 

政策調整監、推進監及び

リーダー 

特定政策組織に所属す

る職員の休日の代休日

の指定に関すること 

宿日直勤務

の命令に関

する事務 

会計管理者、部長、政策

統括監、情報統括監、医

療統括監、局長、理事、

副部長、副局長、政策総

括監、さがデザイン総括

監、税政総括監、ＤＸ・

スタートアップ総括監、 

自己の宿日直勤務の命

令に関すること 
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 策調整監、さがデザイン

推進監、調整監、推進監

及び出納局長 

 

 

 

 

 

 略 

政策調整監及び推進監 特定政策組織に所属す

る職員の宿日直勤務の

命令に関すること 
 

 再生可能エネルギー総

括監、企業立地総括監、

スポーツ総括監、課長、

政策調整監、さがデザイ

ン推進監、調整監、推進

監、リーダー及び出納局

長 

 

 略 

政策調整監、推進監及び

リーダー 

特定政策組織に所属す

る職員の宿日直勤務の

命令に関すること 
 

別表第３（第４条、第５条関係） 別表第３（第４条、第５条関係） 

所属

名 
事務の種類 

知事の決裁

を受けるべ

き事務 

部長専決事

務 
課長専決事務 

 略     

人事

課 

補職の任免

に関する事

務 

  統計主事、麻

薬取締員、農

業改良普及員

等の職を任免

すること 

 略     

市町

支援

課 

市町その他

地方公共団

体の行財政

一般に関す 

１ 略 

２ 市町の

廃置分合

及び境界  

 略  

所属

名 
事務の種類 

知事の決裁

を受けるべ

き事務 

部長専決事

務 
課長専決事務 

 略     

人事

課 

補職の任免

に関する事

務 

  補職を任免す

ること 

 

 

 

 略     

市町

支援

課 

市町その他

地方公共団

体の行財政

一般に関す 

１ 略 

２ 市町の

廃置分合

及び境界  

 略  
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 る事務  変更の処

分に関す

こと 

３ 略 

  

 略     

情報

課 

 

 

 

 

地域情報化

に係る施策

の企画、調

整及び推進

に関する事

務 

 略   

情報

課 

 

 

 

 

行政情報化

に係る施策

の企画、調

整及び推進

に関する事

務 

 略   

情報

課 

 

 

 

先進的な情

報通信技術

を活用した

施策に関す

ること 

 略   

 略     

文化

課 

佐賀県立宇

宙科学館に

関する事務 

 略   

 る事務  変更の処

分に関す

ること 

３ 略 

  

 略     

行政

デジ

タル

推進

課 

地域情報化

に係る施策

の企画、調

整及び推進

に関する事

務 

 略   

行政

デジ

タル

推進

課 

行政情報化

に係る施策

の企画、調

整及び推進

に関する事

務 

 略   

行政

デジ

タル

推進

課 

先進的な情

報通信技術

を活用した

施策に関す

ること 

 略   

 略     

文化

課 

佐賀県立宇

宙科学館に

関する事務 

 略   
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観光

課 

観光施策に

関する事務 

 観光施策に

係る実施方

針及び実施

計画に関す

ること 

観光施策の実

施に関するこ

と 

観光

課 

通訳案内業

に関する事

務 

  通訳案内業の

免許、免許の

取消し及び営

業停止処分に

関すること 

観光

課 

旅行業法に

関する事務 

  １ 法に基づ

く登録、登

録の取消し

及び業務停

止処分に関

すること 

２ 法に基づ

く報告及び

届出に関す

ること 

観光

課 

観光宣伝に

関する事務 

  観光宣伝に関

する事務を処

理すること 

観光

課 

総合保養地

域整備法に

基づくリゾ

ート構想に 

法に基づく

リゾート構

想の基本方

針に関する 

１ 法に基

づくリゾ

ート構想

に係る施  
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 関する事務 こと 策の企画

に関する

こと 

２ 法に基

づくリゾ

ート構想

に係る事

務を処理

すること 

 

観光

課 

観光統計に

関する事務 

 国際観光統

計に関する

事務を処理

すること 

 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

・Ｓ

ＳＰ

推進

局 

国民スポー

ツ大会及び

全国障害者

スポーツ大

会（以下「Ｓ

ＡＧＡ２０

２４」とい

う。）の運営

の総合調整

に関する事

務 

  ＳＡＧＡ２０

２４の運営の

総合調整に関

する事務を処

理すること 

ＳＡ

ＧＡ

２０ 

ＳＡＧＡ２

０２４の式

典に関する 

  ＳＡＧＡ２０

２４の式典に

関する事務を 
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２４

・Ｓ

ＳＰ

推進

局 

事務   処理すること 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

・Ｓ

ＳＰ

推進

局 

ＳＡＧＡ２

０２４の企

画に関する

事務 

  ＳＡＧＡ２０

２４の企画に

関する事務を

処理すること 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

・Ｓ

ＳＰ

推進

局 

ＳＡＧＡ２

０２４の広

報、県民運

動、募金及

び企業協賛

に関する事

務 

  ＳＡＧＡ２０

２４の広報、

県民運動、募

金及び企業協

賛に関する事

務を処理する

こと 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

・Ｓ

ＳＰ 

ＳＡＧＡ２

０２４の競

技会等の運

営に関する

事務 

  ＳＡＧＡ２０

２４の競技会

等の運営に関

する事務を処

理すること 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

スポ

ーツ

課 

スポーツに

係る施策の

総合調整に

関する事務 

 略   

 略     

ＳＡ

ＧＡ

サン

ライ 

スポーツ施

設の整備等

に関する事

務 

 略   

推進

局 

    

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

・Ｓ

ＳＰ

推進

局 

ＳＡＧＡ２

０２４の施

設に関する

事務 

  ＳＡＧＡ２０

２４の施設に

関する事務を

処理すること 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

・Ｓ

ＳＰ

推進

局 

ＳＡＧＡ２

０２４の輸

送、交通、宿

泊、医事、衛

生、警備及

び消防に関

する事務 

  ＳＡＧＡ２０

２４の輸送、

交通、宿泊、医

事、衛生、警備

及び消防に関

する事務を処

理すること 

スポ

ーツ

課 

スポーツに

係る施策の

総合調整に

関する事務 

 略   

 略     

ＳＡ

ＧＡ

サン

ライ 

スポーツ施

設の整備等

に関する事

務 

 略   
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改正前 改正後 

ズパ

ーク

整備

推進

課 

    

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

総務

企画

課 

国民スポー

ツ大会及び

全国障害者

スポーツ大

会（以下「Ｓ

ＡＧＡ２０

２４」とい

う｡）の総合

的な企画及

び調整に関

する事務 

  ＳＡＧＡ２０

２４の総合的

な企画及び調

整に関する事

務を処理する

こと 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

総務

企画

課 

ＳＡＧＡ２

０２４の広

報、県民運

動、募金及

び企業協賛

に関する事

務 

  ＳＡＧＡ２０

２４の広報、

県民運動、募

金及び企業協

賛に関する事

務を処理する

こと 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４ 

全国障害者

スポーツ大

会の競技会

等の運営に 

  全国障害者ス

ポーツ大会の

競技会等の運

営に関する事 

ズパ

ーク

整備

推進

課 
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改正前 改正後 

総務

企画

課 

関する事務   務を処理する

こと 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

競技

式典

課 

国民スポー

ツ大会の競

技会等の運

営に関する

事務 

  国民スポーツ

大会の競技会

等の運営に関

する事務を処

理すること 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

競技

式典

課 

ＳＡＧＡ２

０２４の式

典に関する

事務 

  ＳＡＧＡ２０

２４の式典に

関する事務を

処理すること 

ＳＡ

ＧＡ

２０

２４

施設

調整

課 

ＳＡＧＡ２

０２４の施

設に関する

事務 

  ＳＡＧＡ２０

２４の施設に

関する事務を

処理すること 

ＳＡ

ＧＡ

２０ 

ＳＡＧＡ２

０２４の輸

送、交通、宿 

  ＳＡＧＡ２０

２４の輸送、

交通、宿泊、医 
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改正前 改正後 

２４

施設

調整

課 

泊、医事、衛

生、警備及

び消防に関

する事務 

  事、衛生、警備

及び消防に関

する事務を処

理すること 

観光

課 

観光施策に

関する事務 

 観光施策に

係る実施方

針及び実施

計画に関す

ること 

観光施策の実

施に関するこ

と 

観光

課 

通訳案内業

に関する事

務 

  通訳案内業の

免許、免許の

取消し及び営

業停止処分に

関すること 

観光

課 

旅行業法に

関する事務 

  １ 法に基づ

く登録、登

録の取消し

及び業務停

止処分に関

すること 

２ 法に基づ

く報告及び

届出に関す

ること 

観光

課 

観光宣伝に

関する事務 

  観光宣伝に関

する事務を処

理すること 
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改正前 改正後 

観光

課 

総合保養地

域整備法に

基づくリゾ

ート構想に

関する事務 

法に基づく

リゾート構

想の基本方

針に関する

こと 

１ 法に基

づくリゾ

ート構想

に係る施

策の企画

に関する

こと 

２ 法に基

づくリゾ

ート構想

に係る事

務を処理

すること 

 

観光

課 

観光統計に

関する事務 

 国際観光統

計に関する

事務を処理

すること 

 

県民

協働

課 

特定非営利

活動法人に

関する事務 

 略 

 略     

循環

型社

会推

進課 

佐賀県土砂

等の埋立て

等による土

壌の汚染及

び災害の発

生の防止に 

 略   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

県民

協働

課 

特定非営利

活動法人に

関する事務 

 略 

 略     

循環

型社

会推

進課 

佐賀県土砂

等の埋立て

等による土

壌の汚染及

び災害の発

生の防止に 

 略   
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改正前 改正後 

 関する条例

に関する事

務 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 関する条例

に関する事

務 

   

健康

福祉

政策

課 

保健医療調

整本部に関

する事務 

 保健医療調

整本部の設

置及び廃止

に関するこ

と 

保健医療調整

本部に関する

事務を処理す

ること 

健康

福祉

政策

課 

県民の健康

増進及び生

活習慣病の

予防に関す

る事務 

 健康増進対

策の実施計

画に関する

こと 

１ 健康増進

対策の実施

及び指導に

関すること 

２ 生活習慣

病予防事業

の実施に関

すること 

健康

福祉

政策

課 

感染症の発

生の予防及

び感染症の

患者に対す

る医療に関

する事務 

 １ 感染症

のまん延

を防止す

るための

建物に係

る措置及

び交通の

制限又は

遮断に関

すること 

２ 第１種 

１ 感染症に

関する厚生

労働大臣へ

の報告に関

すること 

２ 感染症発

生動向調査

における指

定届出機関

及び指定提

出機関の指 



24 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   感染症指

定医療機

関及び第

２種感染

症指定医

療機関の

指定及び

指定取消

しに関す

ること 

３ 感染症

の予防の

ための施

策の実施

計画に関

すること 

定及びその

取消しに関

すること 

３ 厚生労働

大臣に対し

感染症試験

研究等機関

の職員の派

遣その他の

協力を求め

ること 

４ 感染症の

予防のため

の情報の公

表に関する

こと 

５ 結核指定

医療機関の

指定及び指

定の取消し

に関するこ

と 

６ 第１種感

染症指定医

療機関、第

２種感染症

指定医療機

関及び結核 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  
 

 
指定医療機

関の指導に

関すること 

７ 感染症患

者の医療に

要する診療

報 酬 の 審

査、支払、報

告の請求及

び検査に関

すること 

８ 感染症の

診査に関す

る協議会の

運営規程の

承認に関す

ること 

９ 感染症の

診査に関す

る協議会委

員の任免に

関すること 

10 新感染症

に係る厚生

労働大臣と

の連携に関

すること 

健康 予防接種に   予防接種の計 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

福祉

政策

課 

関する事務   画及び実施に

関すること 

健康

福祉

政策

課 

ハンセン病

療養所入所

者等及びそ

の親族に関

する事務 

  らい予防法の

廃止に関する

法律に基づく

親族の援護に

関すること 

健康

福祉

政策

課 

歯科保健に

関する事務 

  歯科保健対策

の実施に関す

ること 

健康

福祉

政策

課 

原子爆弾被

爆者の援護

に関する事

務 

  １ 原子爆弾

被爆者健康

手帳の交付

の可否に関

すること 

２ 原子爆弾

被爆者の指

定医療機関

の指定に関

すること 

３ 原子爆弾

被爆者の一

般疾病医療

機関の指定

に関するこ 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    と 

４ 原子爆弾

被爆者に対

する諸手当

の支給認定

に関するこ

と 

５ 原子爆弾

被爆者の健

康診断の委

託契約に関

すること 

６ 原子爆弾

被爆者に係

る諸手当の

支給に関す

ること 

７ 原子爆弾

被爆者の諸

手当受給権

者の死亡及

び失権の届

出並びに氏

名及び居住

地の変更の

届出の受理

に関するこ

と 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

    ８ 原子爆弾

被爆者の諸

手当証書の

再交付に関

すること 

健康

福祉

政策

課 

管 理 栄 養

士、栄養士

及び調理師

に関する事

務 

  １ 管理栄養

士、栄養士

及び調理師

の養成施設

に関するこ

と 

２ 調理師及

び栄養士の

免許及び免

許の取消し

並びに栄養

士の名称使

用停止に関

すること 

３ 調理師試

験の実施に

関すること 

健康

福祉

政策

課 

栄養改善及

び指導に関

する事務 

  １ 特定給食

施設の調査

指導に関す

ること 

２ 管理栄養 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    士を置かな

ければなら

ない特定給

食施設の指

定に関する

こと 

３ 食品の誇

大表示に関

する勧告・

命令に関す

ること 

４ 食品表示

基準違反の

公表に関す

ること（保

健に関する

も の に 限

る。） 

健康

福祉

政策

課 

受動喫煙対

策に関する

事務 

  １ 受動喫煙

対策違反の

公表に関す

ること 

２ 受動喫煙

対策違反に

対する過料

処分に関す

ること 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

健康

福祉

政策

課 

難病対策に

関する事務 

  １ 指定難病

に関するこ

と 

２ 特定疾患

に関するこ

と 

健康

福祉

政策

課 

がんその他

の疾病対策

に関する事

務 

  １ がん対策

事業の実施

に関するこ

と 

２ アレルギ

ー疾患対策

事業の実施

に関するこ

と 

３ 循環器病

対策事業の

実施に関す

ること 

４ その他の

疾病対策事

業の実施に

関すること 

健康

福祉

政策

課 

臓器移植及

び骨髄移植

に関する事

務 

  臓器移植及び

骨髄移植の推

進に関するこ

と 
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改正前 改正後 

福祉

課 

社会福祉統

計調査に関

する事務 

  社会福祉統計

調査の実施及

び報告に関す

ること 

福祉

課 

民生委員に

関する事務 

  １ 民生委員

の推薦に関

すること 

２ 民生委員

協議会の区

域決定に関

すること 

福祉

課 

社会福祉法

人及び社会

福祉施設に

関する事務 

 １ 知事の

所轄に係

る社会福

祉 法 人

（以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉法

人」とい

う。）の設

立、合併

及び解散

の認可を

すること 

２ 社会福 

１ 知事所轄

社会福祉法

人の仮理事

の選任に関

すること 

２ 知事所轄

社会福祉法

人からの届

出及び報告

の受理並び

にその運営

指導検査に

関すること 

３ 知事所轄

社会福祉法

人の定款変 
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改正前 改正後 

   祉事業を

経営する

社会福祉

施設の設

置認可及

び設置認

可の取消

し並びに

認可に係

る施設の

事業の制

限、停止

その他の

行政処分

に関する

こと 

３ 知事所

轄社会福

祉法人に

対し、運

営等に関

す る 措

置、業務

の全部又

は一部の

停止及び

解散を命

じ 、並 び   

更の認可を

すること 

４ 知事所轄

社会福祉法

人の社会福

祉充実計画

の承認、変

更の承認及

び終了の承

認に関する

こと 
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改正前 改正後 

   に役員の

解職を勧

告するこ

と 

４ 知事所

轄社会福

祉法人が

行う公益

事業及び

収益事業

の停止を

命ずるこ

と 

 

福祉

課 

共同募金に

関する事務 

 共同募金会

の設立を認

可し、及び

解散を命ず

ること 

共同募金会の

指導に関する

こと 

福祉

課 

社会福祉協

議会に関す

る事務 

  社会福祉協議

会の指導に関

すること 

福祉

課 

生活福祉資

金貸付事業

に関する事

務 

  生活福祉資金

貸付事業の指

導及び監督に

関すること 

福祉

課 

地域福祉事

業に関する 

  地域福祉事業

の実施に関す 
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改正前 改正後 

 事務   ること 

福祉

課 

生活保護に

関する事務 

  １ 生活保護

法の運用方

針に関する

こと 

２ 法の運用

指導及び法

施行事務の

監査に関す

ること 

３ 市に対す

る生活保護

費国庫負担

金に関する

こと 

４ 法等に基

づく診療報

酬の審査及

び支払い事

務に関する

こと 

５ 医療扶助

の診療報酬

及び介護扶

助の介護報

酬を審査決

定すること 
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改正前 改正後 

福祉

課 

生活保護指

定医療機関

及び生活保

護指定介護

機関に関す

る事務 

 １ 生活保

護医療機

関及び生

活保護介

護機関の

指定の取

消しに関

すること 

２ 生活保

護指定医

療機関及

び生活保

護指定介

護機関に

対する立

入検査の

方針を決

定するこ

と 

１ 生活保護

医療機関及

び生活保護

介護機関の

指定に関す

ること 

２ 生活保護

指定医療機

関及び生活

保護指定介

護機関を立

入検査し、

及び報告を

聴取するこ

と 

福祉

課 

生活困窮者

に対する自

立の支援に

関する事務 

  生活困窮者の

自立の支援に

関する事業の

実施に関する

こと 

福祉

課 

行旅病人、

行旅死亡人

等に関する 

  行旅病人、行

旅死亡人等に

係る費用負担 
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改正前 改正後 

 事務   等に関するこ

と 

福祉

課 

未帰還者等

の調査及び

留守家族等

の援護に関

する事務 

  未帰還者に係

る調査及び諸

給付金に関す

ること 

福祉

課 

未帰還者の

死亡処理等

に関する事

務 

  １ 未帰還者

に関する特

別措置法に

基づく戦時

死亡宣告の

審判申立て

及び戦時死

亡宣告の処

理に関する

こと 

２ 未帰還者

の死亡公報

に関するこ

と 

３ 未帰還者

に関する特

別措置法に

基づく戦時

死亡宣告を

受けた者の  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



37 

改正前 改正後 

    遺族に対す

る弔慰料に

関すること 

４ 未帰還者

の死亡認定

の請求に関

すること 

福祉

課 

旧軍人、旧

軍属及びそ

の遺族の恩

給に関する

事務 

  １ 旧軍人、

旧軍属及び

その遺族の

恩給請求書

の進達に関

すること 

２ 旧軍人及

び旧軍属の

身分等の調

査に関する

こと 

福祉

課 

戦傷病者等

の援護に関

する事務 

  １ 戦傷病者

戦没者遺族

等援護法に

よる障害年

金及び障害

一時金の請

求書の進達

に関するこ

と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



38 

改正前 改正後 

    ２ 戦傷病者

戦没者遺族

等援護法に

基づく障害

年金及び障

害一時金に

係る審査請

求の進達に

関すること 

３ 戦傷病者

特別援護法

に基づく戦

傷病者手帳

の交付及び

諸給付等に

関すること 

４ 戦傷病者

特別援護法

に基づく処

分に係る審

査請求の進

達に関する

こと 

５ 戦傷病者

特別援護法

に係る指定

医療機関に

関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

改正前 改正後 

    ６ 戦傷病者

等の妻に対

する特別給

付金の裁定

及び特別買

上償還に関

すること 

７ 戦傷病者

等の妻に対

する特別給

付金に係る

審査請求の

進達に関す

ること 

８ 戦傷病者

相談員の推

薦に関する

こと 

福祉

課 

戦没者遺族

等の援護に

関する事務 

  １ 戦傷病者

戦没者遺族

等援護法に

よる遺族年

金、遺族給

与金及び弔

慰金の請求

書の進達に

関すること 

２ 戦傷病者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



40 

改正前 改正後 

    戦没者遺族

等援護法に

基づく遺族

年金、遺族

給与金及び

弔慰金に係

る審査請求

の進達に関

すること 

３ 戦没者の

妻及び戦没

者の父母等

に対する特

別給付金の

裁定及び特

別買上償還

に関するこ

と 

４ 戦没者の

妻及び戦没

者の父母等

に対する特

別給付金に

係る審査請

求の進達に

関すること 

５ 戦没者等

の遺族に対  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

改正前 改正後 

    する特別弔

慰金の裁定

及び特別買

上償還に関

すること 

６ 戦没者等

の遺族に対

する特別弔

慰金に係る

審査請求の

進達に関す

ること 

７ 戦没者遺

族相談員の

推薦に関す

ること 

８ 戦没者の

身分等の調

査事務に関

すること 

福祉

課 

旧軍人及び

旧軍属の履

歴に関する

事務 

  旧陸軍の軍人

及び旧軍属の

軍歴証明書を

交付すること 

福祉

課 

旧軍人、旧

軍属等の叙

位及び叙勲 

  旧軍人、旧軍

属等に対する

叙位及び叙勲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    



42 

改正前 改正後 

 に関する事

務 

  の調査及び進

達に関するこ

と 

福祉

課 

引揚者等の

援護に関す

る事務 

  １ 未引揚者

の調査及び

引揚者の援

護に関する

こと 

２ 身元引受

人の推薦に

関すること 

３ 自立指導

員及び自立

支援通訳の

選任に関す

ること 

４ 引揚者特

別交付金の

認定に関す

ること 

５ 引揚者給

付金の認定

に関するこ

と 

福祉

課 

その他の援

護に関する

事務 

  １ 旧軍人、

旧軍属、旧

準軍属及び 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    



43 

改正前 改正後 

    未帰還者で

あった者の

遺族調査及

び遺骨慰留

品の伝達に

関すること 

２ 戦没者の

慰霊に関す

ること 

３ 戦没者の

遺族、引揚

者等に対す

る法外援護

事務に関す

ること 

４ 援護団体

及び援護事

業功労者表

彰に関する

こと 

福祉

課 

社会福祉法

人の指導監

査に関する

事務 

 １ 社会福

祉法人指

導監査に

係る指導

監査方針

を制定す

ること 

２ 社会福 

１ 監査会議

及び連絡調

整会議を開

催すること 

２ 社会福祉

法人等審査

会を開催す

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



44 

改正前 改正後 

   祉法人監

査要綱等

の制定及

び改廃に

関するこ

と 

３ 社会福祉

法人の指導

監査に関す

ること 

長寿

社会

課 

社会福祉統

計調査に関

する事務 

  社会福祉統計

調査の計画及

び実施に関す

ること 

長寿

社会

課 

社会福祉施

設及び社会

福祉法人に

関する事務 

 １ 知事の

所轄に係

る社会福

祉 法 人

（以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉法

人」とい

う。）の設

立、合併

及び解散

の認可を

すること 

２ 社会福

祉事業を 

１ 社会福祉

事業を経営

する社会福

祉施設及び

知事所轄祉

会福祉法人

からの届出

及び報告の

受理並びに

その運営指

導検査に関

すること 

２ 知事所轄

社会福祉法

人の定款変

更の認可を

すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



45 

改正前 改正後 

   経営する

社会福祉

施設の設

置認可及

び設置認

可の取消

し並びに

認可に係

る施設の

事業の制

限、停止

その他の

行政処分

に関する

こと 

３ 知事所

轄社会福

祉法人に

対し、運

営等に対

す る 措

置、業務

の全部又

は一部の

停止及び

解散を命

じ、並び

に役員の  

３ 知事所轄

社会福祉法

人の仮理事

の選任に関

すること 

４ 知事所轄

社会福祉法

人の社会福

祉充実計画

の承認、変

更の承認及

び終了の承

認に関する

こと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

改正前 改正後 

   解散を勧

告するこ

と 

４ 知事所

轄社会福

祉法人が

行う公益

事業及び

収益事業

の停止を

命ずるこ

と 

 

長寿

社会

課 

老人福祉法

及び介護保

険法の運用

指導及び監

査に関する

事務 

  １ 老人福祉

法及び介護

保険法の運

用指導方針

に関するこ

と 

２ 老人福祉

法及び介護

保険法の運

用指導並び

に法施行事

務の監査に

関すること 

長寿

社会 

社会福祉事

業資金借入 

  社会福祉事業

資金借入申込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    



47 

改正前 改正後 

課 金申込みに

関する事務 

  みを審査し、

及び意見を付

すること 

長寿

社会

課 

老人クラブ

等の指導に

関する事務 

  老人クラブ等

の指導に関す

る事務を処理

すること 

長寿

社会

課 

老人福祉法

に基づく届

出及び報告

に関する事

務 

  法に基づく届

出及び報告の

受理に関する

こと 

長寿

社会

課 

高齢者住宅

整備資金貸

付金の徴収

に関する事

務 

  高齢者住宅整

備資金貸付金

の徴収に関す

ること 

長寿

社会

課 

介護保険法

に関する事

務 

 法に係る施

設の指定、

許可並びに

指定及び許

可の取消し

に関するこ

と 

１ 法に係る

事業者の指

定及び指定

の取消しに

関すること 

２ 法に基づ

く届出及び

報告の受理

に関するこ

と 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



48 

改正前 改正後 

障害

福祉

課 

障害者の日

常生活及び

社会生活を

総合的に支

援するため

の法律、身

体障害者福

祉法、知的

障害者福祉

法及び児童

福祉法の運

用指導及び

監査に関す

る事務 

 障害者の日

常生活及び

社会生活を

総合的に支

援するため

の法律、身

体障害者福

祉法、知的

障害者福祉

法及び児童

福祉法の運

用指導方針

に関するこ

と 

障害者の日常

生活及び社会

生活を総合的

に支援するた

めの法律、身

体障害者福祉

法、知的障害

者福祉法及び

児童福祉法の

運用指導並び

に法施行事務

の監査に関す

ること 

障害

福祉

課 

社会福祉施

設及び社会

福祉法人に

関する事務 

 １ 知事の

所轄に係

る社会福

祉 法 人

（以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉法

人」とい

う。）の設

立、合併

及び解散 

１ 社会福祉

事業を経営

する社会福

祉施設及び

知事所轄社

会福祉法人

からの届出

及び報告の

受理並びに

その運営指

導検査に関

すること 

２ 知事所轄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



49 

改正前 改正後 

   の認可を

すること 

２ 社会福

祉事業を

経営する

社会福祉

施設の設

置認可及

び設置認

可の取消

し並びに

認可に係

る施設の

事業の制

限、停止

その他の

行政処分

に関する

こと 

３  知事所

轄社会福

祉法人に対

し、運営等

に対する

措置、業務

の全部又

は一部の

停止及び  

社会福祉法

人の定款変

更の認可を

すること 

３ 知事所轄

社会福祉法

人の仮理事

の選任に関

すること 

４ 知事所轄

社会福祉法

人の社会福

祉充実計画

の承認、変

更の承認及

び終了の承

認に関する

こと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

改正前 改正後 

   解散を命

じ、並び

に役員の

解散を勧

告するこ

と 

４ 知事所

轄社会福

祉法人が

行う公益

事業及び

収益事業

の停止を

命ずるこ

と 

 

障害

福祉

課 

社会福祉統

計調査に関

する事務 

  社会福祉統計

調査の計画及

び実施に関す

ること 

障害

福祉

課 

障害者の日

常生活及び

社会生活を

総合的に支

援するため

の法律及び

児童福祉法

に係る事業 

 障害者の日

常生活及び

社会生活を

総合的に支

援するため

の法律及び

児童福祉法

に係る施設 

障害者の日常

生活及び社会

生活を総合的

に支援するた

めの法律に係

る事業者の指

定及び指定の

取消しに関す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    



51 

改正前 改正後 

 者及び施設

の指定等に

関する事務 

 の指定及び

指定の取消

しに関する

こと 

ること 

障害

福祉

課 

身体障害者

福祉法に基

づく医師の

指定等に関

する事務 

  法に基づく医

師の指定及び

指定の取消し

に関すること 

障害

福祉

課 

障害者の日

常生活及び

社会生活を

総合的に支

援するため

の法律、身

体障害者福

祉法、知的

障害者福祉

法及び児童

福祉法に基

づく届出及

び報告に関

する事務 

  障害者の日常

生活及び社会

生活を総合的

に支援するた

めの法律、身

体障害者福祉

法、知的障害

者福祉法及び

児童福祉法に

基づく届出及

び報告の受理

に関すること 

障害

福祉

課 

障害者の日

常生活及び

社会生活を

総合的に支 

  １ 自立支援

医療機関の

指定及び指

定の取消し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    



52 

改正前 改正後 

 援するため

の法律に係

る自立支援

医療機関に

関する事務 

  に関するこ

と 

２ 指定自立

支援医療機

関を立入検

査し、及び

報告を聴取

すること 

３ 精神通院

医療費の負

担に関する

こと 

障害

福祉

課 

社会福祉施

設職員退職

手当共済法

の普及指導

に関する事

務 

  法の普及指導

に関する事務

を処理するこ

と 

障害

福祉

課 

特別児童扶

養手当の認

定に関する

事務 

  特別児童扶養

手当の認定に

関すること 

障害

福祉

課 

心身障害者

扶養共済の

加入、承認

の通知及び

掛金徴収並 

  心身障害者扶

養 共 済 の 加

入、承認の通

知及び掛金徴

収並びに保険 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    



53 

改正前 改正後 

 びに保険金

の交付に関

する事務 

  金の交付に関

すること 

障害

福祉

課 

精神保健及

び精神障害

者福祉に関

する事務 

  １ 精神保健

福祉審議会

に関するこ

と 

２ 精神保健

指定医に関

すること 

３ 精神保健

及び精神障

害者福祉に

関する法律

に基づき精

神科病院を

指定し、又

は指定を解

除すること 

４ 精神障害

者又はその

疑いのある

者の精神診

察に関する

こと 

５ 法第29条

に規定する

措置入院に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



54 

改正前 改正後 

    関すること 

６ 措置入院

者の入院費

用の徴収に

関すること 

７ 精神科病

院の実地指

導及び病状

実地審査の

実施計画に

関すること 

８ 法第38条

の６の規定

による報告

徴収、立入

検査等に関

すること 

９ 法第38条

の７の規定

により精神

科病院の管

理者に対し

入院患者の

退 院 を 命

じ、又は処

遇改善を命

ずること 

10 精神保健 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

改正前 改正後 

    福祉士の養

成施設に関

すること 

障害

福祉

課 

発達障害者

支援法に基

づく発達障

害者支援セ

ンターに関

する事務 

  １ 発達障害

者支援セン

ターの指定

及び指定の

取消しに関

すること 

２ 発達障害

者支援セン

ターの指導

等に関する

こと 

障害

福祉

課 

高次脳機能

障害者の福

祉に関する

事務 

  高次脳機能障

害者支援拠点

機関の指定に

関すること 

障害

福祉

課 

障害者の雇

用の促進等

に関する法

律に基づく

障 害 者 就

業・生活支

援センター

に関する事

務 

  １ 障害者就

業・生活支

援センター

の指定及び

指定の取消

しに関する

こと 

２ 障害者就

業・生活支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



56 

改正前 改正後 

    援センター

の指導等に

関すること 

障害

福祉

課 

障害者の就

労支援に関

する事務 

  障害者の就労

支援に関する

事務を処理す

ること 

障害

福祉

課 

地域生活定

着支援セン

ターに関す

る事務 

  地域生活定着

支援センター

の管理及び運

営に関するこ

と 

医務

課 

医療法に関

する事務 

 略   

 略     

国民

健康

保険

課 

保険医療機

関等の指導

等に関する

事務 

  １～３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康

増進 

県民の健康

増進及び生 

 健康増進対

策の実施計 

１ 健康増進

対策の実施 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

医務

課 

医療法に関

する事務 

 略   

 略     

国民

健康

保険

課 

保険医療機

関等の指導

等に関する

事務 

  １～３ 略 

４ はり師、

きゅう師及

びあん摩マ

ッサージ師

の施術に係

る療養費の

指導、検査

等に関する

こと 

 

 

    



57 

改正前 改正後 

課 活習慣病の

予防に関す

る事務 

 画に関する

こと 

及び指導に

関すること 

２ 生活習慣

病予防事業

の実施に関

すること 

健康

増進

課 

感染症の発

生の予防及

び感染症の

患者に対す

る医療に関

する事務 

 １ 感染症

のまん延

を防止す

るための

建物に係

る措置及

び交通の

制限又は

遮断に関

すること 

２ 第１種

感染症指

定医療機

関及び第

２種感染

症指定医

療機関の

指定及び

指定取消

しに関す

ること 

３ 感染症 

１ 感染症に

関する厚生

労働大臣へ

の報告に関

すること 

２ 感染症発

生動向調査

における指

定届出機関

及び指定提

出機関の指

定及びその

取消しに関

すること 

３ 厚生労働

大臣に対し

感染症試験

研究等機関

の職員の派

遣その他の

協力を求め

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



58 

改正前 改正後 

   の予防の

ための施

策の実施

計画に関

すること 

４ 感染症の

予防のため

の情報の公

表に関する

こと 

５ 結核指定

医療機関の

指定及び指

定の取消し

に関するこ

と 

６ 第１種感

染症指定医

療機関、第

２種感染症

指定医療機

関及び結核

指定医療機

関の指導に

関すること 

７ 感染症患

者の医療に

要する診療

報 酬 の 審

査、支払、報

告の請求及

び検査に関

すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

改正前 改正後 

    ８ 感染症の

診査に関す

る協議会の

運営規程の

承認に関す

ること 

９ 感染症の

診査に関す

る協議会委

員の任免に

関すること 

10 新感染症

に係る厚生

労働大臣と

の連携に関

すること 

健康

増進

課 

予防接種に

関する事務 

  予防接種の計

画及び実施に

関すること 

健康

増進

課 

ハンセン病

療養所入所

者等及びそ

の親族に関

する事務 

  らい予防法の

廃止に関する

法律に基づく

親族の援護に

関すること 

健康

増進

課 

歯科保健に

関する事務 

  歯科保健対策

の実施に関す

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    



60 

改正前 改正後 

健康

増進

課 

原子爆弾被

爆者の援護

に関する事

務 

  １ 原子爆弾

被爆者健康

手帳の交付

の可否に関

すること 

２ 原子爆弾

被爆者の指

定医療機関

の指定に関

すること 

３ 原子爆弾

被爆者の一

般疾病医療

機関の指定

に関するこ

と 

４ 原子爆弾

被爆者に対

する諸手当

の支給認定

に関するこ

と 

５ 原子爆弾

被爆者の健

康診断の委

託契約に関

すること 

６ 原子爆弾  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



61 

改正前 改正後 

    被爆者に係

る諸手当の

支給に関す

ること 

７ 原子爆弾

被爆者の諸

手当受給権

者の死亡及

び失権の届

出並びに氏

名及び居住

地の変更の

届出の受理

に関するこ

と 

８ 原子爆弾

被爆者の諸

手当証書の

再交付に関

すること 

健康

増進

課 

管 理 栄 養

士、栄養士

及び調理師

に関する事

務 

  １ 管理栄養

士、栄養士

及び調理師

の養成施設

に関するこ

と 

２ 調理師及

び栄養士の  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



62 

改正前 改正後 

    免許及び免

許の取消し

並びに栄養

士の名称使

用停止に関

すること 

３ 調理師試

験の実施に

関すること 

健康

増進

課 

栄養改善及

び指導に関

する事務 

  １ 特定給食

施設の調査

指導に関す

ること 

２ 管理栄養

士を置かな

ければなら

ない特定給

食施設の指

定に関する

こと 

３ 食品の誇

大表示に関

する勧告・

命令に関す

ること 

４ 食品表示

基準違反の

公表に関す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



63 

改正前 改正後 

    ること（保

健に関する

も の に 限

る。） 

健康

増進

課 

受動喫煙対

策に関する

事務 

  １ 受動喫煙

対策違反の

公表に関す

ること 

２ 受動喫煙

対策違反に

対する過料

処分に関す

ること 

健康

増進

課 

難病対策に

関する事務 

  １ 指定難病

に関するこ

と 

２ 特定疾患

に関するこ

と 

健康

増進

課 

がんその他

の疾病対策

に関する事

務 

  １ がん対策

事業の実施

に関するこ

と 

２ アレルギ

ー疾患対策

事業の実施

に関するこ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    



64 

改正前 改正後 

     と 

３ 循環器病

対策事業の

実施に関す

ること 

４ その他の

疾病対策事

業の実施に

関すること 

健康

増進

課 

臓器移植及

び骨髄移植

に関する事

務 

  臓器移植及び

骨髄移植の推

進に関するこ

と 

薬務

課 

医薬品、医

療機器等の

品質、有効

性及び安全

性の確保等

に関する法

律に関する

事務 

 １～７ 略 

８ 指定薬

物及び指

定薬物で

ある疑い

がある物

品に係る

検 査 命

令、製造

の停止命

令、廃棄

命令その

他行政処

分に関す 

１～20 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

薬務

課 

医薬品、医

療機器等の

品質、有効

性及び安全

性の確保等

に関する法

律に関する

事務 

 １～７ 略 

８ 指定薬

物及び指

定薬物と

同等以上

に精神毒

性を有す

る蓋然性

が高い物

である疑

いがある

物品に係

る検査命

令、販売 

１～20 略 



65 

改正前 改正後 

   ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 略     

薬務

課 

安全な血液

製剤の安定

供給の確保

等に関する

法律に関す

る事務 

  略 １ 法第23条

に基づく立

入検査等に

関すること 

２ 略 

 略     

生活

衛生

課 

その他の生

活及び環境

の衛生に関

する事務 

 略   

 

 

 

 

    

 

 

 

    

    等停止命

令、指定

薬物に係

る廃棄命

令その他

行政処分

に関する

こと 

 

 略     

薬務

課 

安全な血液

製剤の安定

供給の確保

等に関する

法律に関す

る事務 

  略 １ 法第24条

に基づく立

入検査等に

関すること 

２ 略 

 略     

生活

衛生

課 

その他の生

活及び環境

の衛生に関

する事務 

 略   

社会

福祉

課 

社会福祉統

計調査に関

する事務 

  社会福祉統計

調査の実施及

び報告に関す

ること 

社会

福祉

課 

民生委員に

関する事務 

  １ 民生委員

の推薦に関

すること 



66 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    ２ 民生委員

協議会の区

域決定に関

すること 

社会

福祉

課 

社会福祉法

人、社会福

祉連携推進

法人及び社

会福祉施設

に関する事

務 

 １ 知事の

所轄に係

る社会福

祉 法 人

（以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉法

人」とい

う。）の設

立、合併

及び解散

の認可並

びに知事

の所轄に

係る社会

福祉連携

推進法人

（以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉連  

１ 知事所轄

社会福祉法

人の一時役

員の選任並

びに知事所

轄社会福祉

連携推進法

人の代表理

事の選定及

び解職の認

可並びに一

時役員又は

代表理事の

選任に関す

ること 

２ 知事所轄

社会福祉法

人及び知事

所轄社会福

祉連携推進

法人からの

届出及び報

告の受理並

びにその運 



67 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   携推進法

人」とい

う。）の認

定及び認

定の取消

しをする

こと 

２ 社会福

祉事業を

経営する

社会福祉

施設の設

置認可及

び設置認

可の取消

し並びに

認可に係

る施設の

事業の制

限、停止

その他の

行政処分

に関する

こと 

３ 知事所

轄社会福

祉法人に

対し、運   

営指導検査

に関するこ

と 

３ 知事所轄

社会福祉法

人の定款変

更の認可並

びに知事所

轄社会福祉

連携推進法

人の定款変

更の認可及

び社会福祉

連携推進方

針変更の認

定をするこ

と 

４ 知事所轄

社会福祉法

人の社会福

祉充実計画

の承認、変

更の承認及

び終了の承

認に関する

こと 



68 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   営等に関

す る 措

置、業務

の全部又

は一部の

停止及び

解散を命

じ、並び

に役員の

解職を勧

告するこ

と 

４ 知事所

轄社会福

祉連携推

進法人に

対し、運

営等に関

す る 措

置、業務

の全部又

は一部の

停止を命

じ、及び

役員の解

職を勧告

すること 

５ 知事所 

 



69 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

    

   轄社会福

祉法人が

行う公益

事業及び

収益事業

の停止を

命ずるこ

と 

 

社会

福祉

課 

共同募金に

関する事務 

 共同募金会

の設立を認

可し、及び

解散を命ず

ること 

共同募金会の

指導に関する

こと 

社会

福祉

課 

社会福祉協

議会に関す

る事務 

  社会福祉協議

会の指導に関

すること 

社会

福祉

課 

生活福祉資

金貸付事業

に関する事

務 

  生活福祉資金

貸付事業の指

導及び監督に

関すること 

社会

福祉

課 

地域福祉事

業に関する

事務 

  地域福祉事業

の実施に関す

ること 

社会

福祉

課 

生活保護に

関する事務 

  １ 生活保護

法の運用方

針に関する

こと 



70 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    ２ 法の運用

指導及び法

施行事務の

監査に関す

ること 

３ 市に対す

る生活保護

費国庫負担

金に関する

こと 

４ 法等に基

づく診療報

酬の審査及

び支払い事

務に関する

こと 

５ 医療扶助

の診療報酬

及び介護扶

助の介護報

酬を審査決

定すること 

社会

福祉

課 

生活保護指

定医療機関

及び生活保

護指定介護

機関に関す

る事務 

 １ 生活保

護医療機

関及び生

活保護介

護機関の

指定の取  

１ 生活保護

医療機関及

び生活保護

介護機関の

指定に関す

ること 



71 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

   消しに関

すること 

２ 生活保

護指定医

療機関及

び生活保

護指定介

護機関に

対する立

入検査の

方針を決

定するこ

と 

２ 生活保護

指定医療機

関及び生活

保護指定介

護機関を立

入検査し、

及び報告を

聴取するこ

と 

社会

福祉

課 

生活困窮者

に対する自

立の支援に

関する事務 

  生活困窮者の

自立の支援に

関する事業の

実施に関する

こと 

社会

福祉

課 

行旅病人、

行旅死亡人

等に関する

事務 

  行旅病人、行

旅死亡人等に

係る費用負担

等に関するこ

と 

社会

福祉

課 

未帰還者等

の調査及び

留守家族等

の援護に関 

  未帰還者に係

る調査及び諸

給付金に関す

ること 



72 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 する事務    

社会

福祉

課 

未帰還者の

死亡処理等

に関する事

務 

  １ 未帰還者

に関する特

別措置法に

基づく戦時

死亡宣告の

審判申立て

及び戦時死

亡宣告の処

理に関する

こと 

２ 未帰還者

の死亡公報

に関するこ

と 

３ 未帰還者

に関する特

別措置法に

基づく戦時

死亡宣告を

受けた者の

遺族に対す

る弔慰料に

関すること 

４ 未帰還者

の死亡認定

の請求に関

すること 



73 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

社会

福祉

課 

旧軍人、旧

軍属及びそ

の遺族の恩

給に関する

事務 

  １ 旧軍人、

旧軍属及び

その遺族の

恩給請求書

の進達に関

すること 

２ 旧軍人及

び旧軍属の

身分等の調

査に関する

こと 

社会

福祉

課 

戦傷病者等

の援護に関

する事務 

  １ 戦傷病者

戦没者遺族

等援護法に

よる障害年

金及び障害

一時金の請

求書の進達

に関するこ

と 

２ 戦傷病者

戦没者遺族

等援護法に

基づく障害

年金及び障

害一時金に

係る審査請 



74 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    求の進達に

関すること 

３ 戦傷病者

特別援護法

に基づく戦

傷病者手帳

の交付及び

諸給付等に

関すること 

４ 戦傷病者

特別援護法

に基づく処

分に係る審

査請求の進

達に関する

こと 

５ 戦傷病者

特別援護法

に係る指定

医療機関に

関すること 

６ 戦傷病者

等の妻に対

する特別給

付金の裁定

及び特別買

上償還に関

すること 



75 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    ７ 戦傷病者

等の妻に対

する特別給

付金に係る

審査請求の

進達に関す

ること 

８ 戦傷病者

相談員の推

薦に関する

こと 

社会

福祉

課 

戦没者遺族

等の援護に

関する事務 

  １ 戦傷病者

戦没者遺族

等援護法に

よる遺族年

金、遺族給

与金及び弔

慰金の請求

書の進達に

関すること 

２ 戦傷病者

戦没者遺族

等援護法に

基づく遺族

年金、遺族

給与金及び

弔慰金に係

る審査請求 



76 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    の進達に関

すること 

３ 戦没者の

妻及び戦没

者の父母等

に対する特

別給付金の

裁定及び特

別買上償還

に関するこ

と 

４ 戦没者の

妻及び戦没

者の父母等

に対する特

別給付金に

係る審査請

求の進達に

関すること 

５ 戦没者等

の遺族に対

する特別弔

慰金の裁定

及び特別買

上償還に関

すること 

６ 戦没者等

の遺族に対   
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

    する特別弔

慰金に係る

審査請求の

進達に関す

ること 

７ 戦没者遺

族相談員の

推薦に関す

ること 

８ 戦没者の

身分等の調

査事務に関

すること 

社会

福祉

課 

旧軍人及び

旧軍属の履

歴に関する

事務 

  旧陸軍の軍人

及び旧軍属の

軍歴証明書を

交付すること 

社会

福祉

課 

旧軍人、旧

軍属等の叙

位及び叙勲

に関する事

務 

  旧軍人、旧軍

属等に対する

叙位及び叙勲

の調査及び進

達に関するこ

と 

社会

福祉

課 

引揚者等の

援護に関す

る事務 

  １ 未引揚者

の調査及び

引揚者の援

護に関する 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
  こと 

２ 身元引受

人の推薦に

関すること 

３ 自立指導

員及び自立

支援通訳の

選任に関す

ること 

４ 引揚者特

別交付金の

認定に関す

ること 

５ 引揚者給

付金の認定

に関するこ

と 

社会

福祉

課 

その他の援

護に関する

事務 

  １ 旧軍人、

旧軍属、旧

準軍属及び

未帰還者で

あった者の

遺族調査及

び遺骨慰留

品の伝達に

関すること 

２ 戦没者の

慰霊に関す   
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    ること 

３ 戦没者の

遺族、引揚

者等に対す

る法外援護

事務に関す

ること 

４ 援護団体

及び援護事

業功労者表

彰に関する

こと 

社会

福祉

課 

社会福祉法

人及び社会

福祉連携推

進法人の指

導監査に関

する事務 

 １ 社会福

祉法人及

び社会福

祉連携推

進 法 人

（以下こ

の項にお

いて「社

会福祉法

人等」と

いう。）指

導監査に

係る指導

監査方針

を制定す

ること 

１ 監査会議

及び連絡調

整会議を開

催すること 

２ 社会福祉

法人等審査

会を開催す

ること 

３ 社会福祉

法人等の指

導監査に関

すること 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   ２ 社会福

祉法人等

監査要綱

等の制定

及び改廃

に関する

こと 

 

長寿

社会

課 

社会福祉統

計調査に関

する事務 

  社会福祉統計

調査の計画及

び実施に関す

ること 

長寿

社会

課 

社会福祉法

人、社会福

祉連携推進

法人及び社

会福祉施設

に関する事

務 

 １ 知事の

所轄に係

る社会福

祉 法 人

（以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉法

人」とい

う。）の設

立、合併

及び解散

の認可並

びに知事

の所轄に  

１ 知事所轄

社会福祉法

人の一時役

員の選任並

びに知事所

轄社会福祉

連携推進法

人の代表理

事の選定及

び解職の認

可並びに一

時役員又は

代表理事の

選任に関す

ること 

２ 社会福祉 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   係る社会

福祉連携

推進法人

（以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉連

携推進法

人」とい

う。）の認

定及び認

定の取消

しをする

こと 

２ 社会福

祉事業を

経営する

社会福祉

施設の設

置認可及

び設置認

可の取消

し並びに

認可に係

る施設の

事業の制

限、停止   

事業を経営

する社会福

祉施設、知

事所轄祉会

福祉法人及

び知事所轄

社会福祉連

携推進法人

からの届出

及び報告の

受理並びに

その運営指

導検査に関

すること 

３ 知事所轄

社会福祉法

人の定款変

更の認可並

びに知事所

轄社会福祉

連携推進法

人の定款変

更の認可及

び社会福祉

連携推進方

針変更の認

定をするこ

と 



82 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   その他の

行政処分

に関する

こと 

３ 知事所

轄社会福

祉法人に

対し、運

営等に対

す る 措

置、業務

の全部又

は一部の

停止及び

解散を命

じ、並び

に役員の

解散を勧

告するこ

と 

４ 知事所

轄社会福

祉連携推

進法人に

対し、運

営等に関

す る 措

置、業務  

４ 知事所轄

社会福祉法

人の社会福

祉充実計画

の承認、変

更の承認及

び終了の承

認に関する

こと 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   の全部又

は一部の

停止を命

じ、及び

役員の解

職を勧告

すること 

５ 知事所

轄社会福

祉法人が

行う公益

事業及び

収益事業

の停止を

命ずるこ

と 

 

長寿

社会

課 

老人福祉法

及び介護保

険法の運用

指導及び監

査に関する

事務 

  １ 老人福祉

法及び介護

保険法の運

用指導方針

に関するこ

と 

２ 老人福祉

法及び介護

保険法の運

用指導並び

に法施行事

務の監査に  
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

    関すること 

長寿

社会

課 

社会福祉事

業資金借入

金申込みに

関する事務 

  社会福祉事業

資金借入申込

みを審査し、

及び意見を付

すること 

長寿

社会

課 

老人クラブ

等の指導に

関する事務 

  老人クラブ等

の指導に関す

る事務を処理

すること 

長寿

社会

課 

老人福祉法

に基づく届

出及び報告

に関する事

務 

  法に基づく届

出及び報告の

受理に関する

こと 

長寿

社会

課 

高齢者住宅

整備資金貸

付金の徴収

に関する事

務 

  高齢者住宅整

備資金貸付金

の徴収に関す

ること 

長寿

社会

課 

介護保険法

に関する事

務 

 法に係る施

設の指定、

許可並びに

指定及び許

可の取消し

に関するこ

と 

１ 法に係る

事業者の指

定及び指定

の取消しに

関すること 

２ 法に基づ

く届出及び  
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    報告の受理

に関するこ

と 

障害

福祉

課 

障害者の日

常生活及び

社会生活を

総合的に支

援するため

の法律、身

体障害者福

祉法、知的

障害者福祉

法及び児童

福祉法の運

用指導及び

監査に関す

る事務 

 障害者の日

常生活及び

社会生活を

総合的に支

援するため

の法律、身

体障害者福

祉法、知的

障害者福祉

法及び児童

福祉法の運

用指導方針

に関するこ

と 

障害者の日常

生活及び社会

生活を総合的

に支援するた

めの法律、身

体障害者福祉

法、知的障害

者福祉法及び

児童福祉法の

運用指導並び

に法施行事務

の監査に関す

ること 

障害

福祉

課 

社会福祉施

設、社会福

祉法人及び

社会福祉連

携推進法人

に関する事

務 

 １ 知事の

所轄に係

る社会福

祉 法 人

（以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉法

人」とい 

１ 社会福祉

事業を経営

する社会福

祉施設、知

事所轄社会

福祉法人及

び知事所轄

社会福祉連

携推進法人

からの届出 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   う。）の設

立、合併

及び解散

の認可並

びに知事

の所轄に

係る社会

福祉連携

推進法人

（以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉連

携推進法

人」とい

う。）の認

定及び認

定の取消

しをする

こと 

２ 社会福

祉事業を

経営する

社会福祉

施設の設

置認可及

び設置認   

及び報告の

受理並びに

その運営指

導検査に関

すること 

２ 知事所轄

社会福祉法

人の定款変

更の認可並

びに知事所

轄社会福祉

連携推進法

人の定款変

更の認可及

び社会福祉

連携推進方

針変更の認

定をするこ

と 

３ 知事所轄

社会福祉法

人の一時役

員の選任並

びに知事所

轄社会福祉

連携推進法

人の代表理

事の選定及   
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   可の取消

し並びに

認可に係

る施設の

事業の制

限、停止

その他の

行政処分

に関する

こと 

３ 知事所

轄社会福

祉法人に

対し、運

営等に対

す る 措

置、業務

の全部又

は一部の

停止及び

解散を命

じ、並び

に役員の

解散を勧

告するこ

と 

４ 知事所

轄社会福  

び解職の認

可並びに一

時役員又は

代表理事の

選任に関す

ること 

４ 知事所轄

社会福祉法

人の社会福

祉充実計画

の承認、変

更の承認及

び終了の承

認に関する

こと 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

   祉連携推

進法人に

対し、運

営等に関

す る 措

置、業務

の全部又

は一部の

停止を命

じ、及び

役員の解

職を勧告

すること 

５ 知事所

轄社会福

祉法人が

行う公益

事業及び

収益事業

の停止を

命ずるこ

と 

 

障害

福祉

課 

社会福祉統

計調査に関

する事務 

  社会福祉統計

調査の計画及

び実施に関す

ること 

障害 障害者の日  障害者の日 障害者の日常 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

福祉

課 

常生活及び

社会生活を

総合的に支

援するため

の法律及び

児童福祉法

に係る事業

者及び施設

の指定等に

関する事務 

 常生活及び

社会生活を

総合的に支

援するため

の法律及び

児童福祉法

に係る施設

の指定及び

指定の取消

しに関する

こと 

生活及び社会

生活を総合的

に支援するた

めの法律に係

る事業者の指

定及び指定の

取消しに関す

ること 

障害

福祉

課 

身体障害者

福祉法に基

づく医師の

指定等に関

する事務 

  法に基づく医

師の指定及び

指定の取消し

に関すること 

障害

福祉

課 

障害者の日

常生活及び

社会生活を

総合的に支

援するため

の法律、身

体障害者福

祉法、知的

障害者福祉

法及び児童

福祉法に基 

  障害者の日常

生活及び社会

生活を総合的

に支援するた

めの法律、身

体障害者福祉

法、知的障害

者福祉法及び

児童福祉法に

基づく届出及

び報告の受理 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 づく届出及

び報告に関

する事務 

  に関すること 

障害

福祉

課 

障害者の日

常生活及び

社会生活を

総合的に支

援するため

の法律に係

る自立支援

医療機関に

関する事務 

  １ 自立支援

医療機関の

指定及び指

定の取消し

に関するこ

と 

２ 指定自立

支援医療機

関を立入検

査し、及び

報告を聴取

すること 

３ 精神通院

医療費の負

担に関する

こと 

障害

福祉

課 

社会福祉施

設職員退職

手当共済法

の普及指導

に関する事

務 

  法の普及指導

に関する事務

を処理するこ

と 

障害

福祉 

特別児童扶

養手当の認 

  特別児童扶養

手当の認定に 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

課 定に関する

事務 

  関すること 

障害

福祉

課 

心身障害者

扶養共済の

加入、承認

の通知及び

掛金徴収並

びに保険金

の交付に関

する事務 

  心身障害者扶

養 共 済 の 加

入、承認の通

知及び掛金徴

収並びに保険

金の交付に関

すること 

障害

福祉

課 

精神保健及

び精神障害

者福祉に関

する事務 

  １ 精神保健

福祉審議会

に関するこ

と 

２ 精神保健

指定医に関

すること 

３ 精神保健

及び精神障

害者福祉に

関する法律

に基づき精

神科病院を

指定し、又

は指定を解

除すること 

４ 精神障害 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    者又はその

疑いのある

者の精神診

察に関する

こと 

５ 法第29条

に規定する

措置入院に

関すること 

６ 措置入院

者の入院費

用の徴収に

関すること 

７ 精神科病

院の実地指

導及び病状

実地審査の

実施計画に

関すること 

８ 法第38条

の６の規定

による報告

徴収、立入

検査等に関

すること 

９ 法第38条

の７の規定

により精神  
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

     

    科病院の管

理者に対し

入院患者の

退 院 を 命

じ、又は処

遇改善を命

ずること 

10 精神保健

福祉士の養

成施設に関

すること 

障害

福祉

課 

発達障害者

支援法に基

づく発達障

害者支援セ

ンターに関

する事務 

  １ 発達障害

者支援セン

ターの指定

及び指定の

取消しに関

すること 

２ 発達障害

者支援セン

ターの指導

等に関する

こと 

障害

福祉

課 

高次脳機能

障害者の福

祉に関する

事務 

  高次脳機能障

害者支援拠点

機関の指定に

関すること 

障害 障害者の雇   １ 障害者就 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

    

福祉

課 

用の促進等

に関する法

律に基づく

障 害 者 就

業・生活支

援センター

に関する事

務 

  業・生活支

援センター

の指定及び

指定の取消

しに関する

こと 

２ 障害者就

業・生活支

援センター

の指導等に

関すること 

障害

福祉

課 

障害者の就

労支援に関

する事務 

  障害者の就労

支援に関する

事務を処理す

ること 

障害

福祉

課 

地域生活定

着支援セン

ターに関す

る事務 

  地域生活定着

支援センター

の管理及び運

営に関するこ

と 

障害

福祉

課 

障害を理由

とする差別

の解消の推

進に関する

事務 

  障害を理由と

する差別の解

消の推進に関

する事務を処

理すること 

障害

福祉 

障害者虐待

の防止、障 

  障害者虐待の

防止、障害者 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

    

男女

参画

・女

性の

活躍

推進

課 

男女共同参

画社会の形

成の促進に

係る施策の

総合調整及

び推進に関

する事務 

 略   

 略     

こど

も未

来課 

児童の福祉

に関する事

務 

 １・２ 略 

３ 知事の

所轄に係

る社会福

祉 法 人  

１ 略 

２ 児童福祉

施設及び知

事所轄社会

福祉法人か 

課 害者の養護

者に対する

支援等に関

する事務 

  の養護者に対

する支援等に

関する事務を

処理すること 

障害

福祉

課 

依存症対策

に関する事

務 

  依存症対策に

関する事務を

処理すること 

障害

福祉

課 

ひきこもり

対策に関す

る事務 

  ひきこもり対

策に関する事

務を処理する

こと 

障害

福祉

課 

自殺対策に

関する事務 

  自殺対策に関

する事務を処

理すること 

男女

参画

・女

性の

活躍

推進

課 

男女共同参

画社会の形

成の促進に

係る施策の

総合調整及

び推進に関

する事務 

 略   

 略     

こど

も未

来課 

児童の福祉

に関する事

務 

 １・２ 略 

３ 知事の

所轄に係

る社会福

祉 法 人  

１ 略 

２ 児童福祉

施設、知事

所轄社会福

祉法人及び 



96 

改正前 改正後 

   （以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉法

人」とい

う。）の設

立、合併

及び解散

の認可を

すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 略 

らの届出及

び報告の受

理並びにそ

の運営指導

検査に関す

ること 

 

 

 

３ 厚生労働

大臣の所轄

に係る社会

福 祉 法 人

（以下この

項において

「厚生労働

大臣所管社

会福祉法人

という。）の

設立、合併

及び解散の

認可申請書

を進達し、

及び意見を

具申するこ

と 

４ 厚生労働

大臣所轄社 

   （以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉法

人」とい

う。）の設

立、合併

及び解散

の認可並

びに知事

の所轄に

係る社会

福祉連携

推進法人

（以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉連

携推進法

人」とい

う。）の認

定及び認

定の取消

しをする

こと 

４ 略 

知事所轄社

会福祉連携

推進法人か

らの届出及

び報告の受

理並びにそ

の運営指導

検査に関す

ること 
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改正前 改正後 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５～10 略 

会福祉法人

の定款変更

の認可申請

書 を 進 達

し、及び意

見を具申す

ること 

５ 知事所轄

社会福祉法

人の定款変

更の認可を

すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 知事所轄

社会福祉法

人の仮理事

の選任に関

すること 

 

 

   ５ 知事所

轄社会福

祉連携推

進法人に

対し、運

営等に関

す る 措

置、業務

の全部又

は一部の

停止を命

じ、及び

役員の解

職を勧告

すること 

６～11 略 

 

 

 

 

 

 

 

３ 知事所轄

社会福祉法

人の定款変

更の認可並

びに知事所

轄社会福祉

連携推進法

人の定款変

更の認可及

び社会福祉

連携推進方

針変更の認

定をするこ

と 

４ 知事所轄

社会福祉法

人の一時役

員の選任並

びに知事所

轄社会福祉

連携推進法 
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改正前 改正後 

     

 

 

 

 

 

 

 

７～19 略 

 略     

こど

も家

庭課 

児童の福祉

に関する事

務 

 １・２ 略 

３ 知事の

所轄に係

る社会福

祉 法 人

（以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉法

人」とい

う。）の設

立、合併

及び解散

の認可を

すること 

 

１ 略 

２ 社会福祉

事業を経営

する社会福

祉施設及び

知事所轄社

会福祉法人

からの届出

及び報告の

受理並びに

その運営指

導検査に関

すること 

 

 

 

３ 知事所轄 

    人の代表理

事の選定及

び解職の認

可並びに一

時役員又は

代表理事の

選任に関す

ること 

５～17 略 

 略     

こど

も家

庭課 

児童の福祉

に関する事

務 

 １・２ 略 

３ 知事の

所轄に係

る社会福

祉 法 人

（以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉法

人」とい

う。）の設

立、合併

及び解散

の認可並

びに知事

の所轄に 

１ 略 

２ 社会福祉

事業を経営

する社会福

祉施設、知

事所轄社会

福祉法人及

び知事所轄

社会福祉連

携推進法人

からの届出

及び報告の

受理並びに

その運営指

導検査に関

すること 

３ 知事所轄 
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改正前 改正後 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法

人の定款変

更の認可を

すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 知事所轄

社会福祉法

人の仮理事

の選任に関

すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   係る社会

福祉連携

推進法人

（以下こ

の項にお

いて「知

事所轄社

会福祉連

携推進法

人」とい

う。）の認

定及び認

定の取消

しをする

こと 

４ 略 

５ 知事所

轄社会福

祉連携推

進法人に

対し、運

営等に関

す る 措

置、業務

の全部又

は一部の

停止を命

じ、及び  

社会福祉法

人の定款変

更の認可並

びに知事所

轄社会福祉

連携推進法

人の定款変

更の認可及

び社会福祉

連携推進方

針変更の認

定をするこ

と 

４ 知事所轄

社会福祉法

人の一時役

員の選任並

びに知事所

轄社会福祉

連携推進法

人の代表理

事の選定及

び解職の認

可並びに一

時役員又は

代表理事の

選任に関す

ること 
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改正前 改正後 

    

 

 

５～７ 略 

５～７ 略 

 略     

農政

企画

課 

中山間地域

の農業の振

興に関する

事務 

 略   

農政

企画

課 

農村ビジネ

スに関する

事務 

  農村ビジネス

関連事業の事

務処理に関す

ること 

農政

企画

課 

農産加工の

振興に関す

る事務 

 農畜産物の

加工に係る

振興計画の

策定に関す

ること 

１ 農畜産物

の加工指導

に関するこ

と 

２ 農林物資

の規格に関

すること 

農政

企画

課 

農山漁村の

振興に関す

る事務 

 農山漁村滞

在型余暇活

動のための

基盤整備の

促進に関す

る法律に基

づく県基本 

農山漁村滞在

型余暇活動の

ための基盤整

備の促進に関

する法律に係

る事務処理に

関すること 

   役員の解

職を勧告

すること 

６～８ 略 

５～７ 略 

 略     

農政

企画

課 

中山間地域

の農業の振

興に関する

事務 

 略   
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改正前 改正後 

   方針の策定

に関するこ

と 

 

農政

企画

課 

外食産業及

び食品産業

との連携に

関する事務 

  １ 食品産業

との連携及

び情報の収

集に関する

こと 

２ 地域食品

産業の振興

に関するこ

と 

生産

者支

援課 

経営構造対

策に関する

事務 

 略   

 略     

生産

者支

援課 

農林水産業

協同組合そ

の他の関係

団体に関す

る事務 

 略 

農産

課 

水田農業の

振興に関す

る事務 

 水田農業の

基本方向に

関すること 

水田農業構造

改革対策の推

進に関するこ

と 

農産

課 

主要農作物

の生産振興 

 １ 主要農

作物の奨 

１ 主要農作

物の種子計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

生産

者支

援課 

経営構造対

策に関する

事務 

 略   

 略     

生産

者支

援課 

 

 

農林水産業

協同組合そ

の他の関係

団体に関す

る事務 

 略 
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改正前 改正後 
 

に関する事

務 

 励品種を

決定する

こと 

２ 主要農

作物の生

産の改善

計画を決

定するこ

と 

３ 主要農

作物の災

害対策に

関するこ

と 

４ 主要農

作物に係

る 種 苗

法、特許

法等の出

願及び利

用権の許

諾に関す

ること 

画を決定す

ること 

２ 主要農作

物の指定種

子生産ほ場

を指定する

こと 

３ 指定種子

の生産ほ場

及びその生

産物の審査

に関するこ

と 

４ 指定種子

生産者及び

指定種子生

産者に主要

農作物の種

子の生産を

委託した者

に対する勧

告、助言及

び指導を行

うこと 

５ 主要農作

物の生産の

改善に係る

事務を処理 
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改正前 改正後 

    すること 

農産

課 

農業委員会

ネットワー

ク機構及び

農業委員会

に関する事

務 

 略   

農産

課 

農業経営基

盤強化促進

法に関する

事務 

 略   

農産

課 

農地中間管

理事業に関

する事務 

 １・２ 略 １・２ 略 

 

 

 

 

農産

課 

農業の担い

手の確保・

育成に関す

る事務 

 略   

農産

課 

農業経営・

技術の改良

普及に関す

る事務 

 略   

農産

課 

農産物検査

に関する事

務（流通・貿 

  １ 登録検査

機 関 の 登

録・更新・変 

 

農業

経営

課 

農業委員会

ネットワー

ク機構及び

農業委員会

に関する事

務 

 略   

農業

経営

課 

農業経営基

盤強化促進

法に関する

事務 

 略   

農業

経営

課 

農地中間管

理事業に関

する事務 

 １・２ 略 １・２ 略 

３ 所有者不

明農地に係

る事務を処

理すること 

農業

経営

課 

農業の担い

手の確保・

育成に関す

る事務 

 略   

農業

経営

課 

農業経営・

技術の改良

普及に関す

る事務 

 略   
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改正前 改正後 

 易課の分掌

する事務に

関する部分

を除く。） 

  更等に関す

ること 

２ 登録検査

機関の失効

の公示に関

すること 

３ 業務規程

の届出受理

及び変更命

令に関する

こと 

４ 検査結果

の報告の受

理に関する

こと 

５ 登録検査

機関への措

置申出の受

付・調査・措

置に関する

こと 

 

 

 

 

    

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業

経営

課 

農村ビジネ

スに関する

事務 

  農村ビジネス

関連事業の事

務処理に関す

ること 

農業

経営 

農産加工の

振興に関す 

 農畜産物の

加工に係る 

１ 農畜産物

の加工指導 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

課 る事務  振興計画の

策定に関す

ること 

に関するこ

と 

２ 農林物資

の規格に関

すること 

農業

経営

課 

農山漁村の

振興に関す

る事務 

 農山漁村滞

在型余暇活

動のための

基盤整備の

促進に関す

る法律に基

づく県基本

方針の策定

に関するこ

と 

農山漁村滞在

型余暇活動の

ための基盤整

備の促進に関

する法律に係

る事務処理に

関すること 

農業

経営

課 

外食産業及

び食品産業

との連携に

関する事務 

  １ 食品産業

との連携及

び情報の収

集に関する

こと 

２ 地域食品

産業の振興

に関するこ

と 

農業

経営

課 

環境保全型

農業の推進

に関する事 

 １ 持続性

の高い農

業生産方 

１ 持続性の

高い農業生

産方式の導 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
務  式の導入

指針の策

定に関す

ること 

２ 地力増

進地域の

指定及び

解除に関

すること 

３ 農用地

土壌汚染

対策地域

及び特別

地区の指

定、指定

の変更及

び指定の

解除に関

すること 

４ 土壌汚

染地域に

おける排

出基準等

の設定及

び変更に

関するこ

と 

５ 農用地 

入計画の認

定制度に関

すること 

２ 農用地に

おける土づ

くりの推進

に関するこ

と 

３ 農用地土

壌汚染対策

計画の策定

及び変更に

関すること 

４ 農用地の

土壌汚染状

況の立入調

査に関する

こと 

５ 環境保全

型農業直接

支払制度に

係る事務処

理に関する

こと 

６ 特別栽培

農産物表示

制度に関す

ること 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   土壌汚染

対策の特

別地区に

おける農

作物の作

付等の勧

告に関す

ること 

 

農業

経営

課 

植物防疫に

関する事務 

  農作物病害虫

防除に関する

こと 

農業

経営

課 

肥料及び農

薬に関する

事務 

 １ 肥料の

生産業者

又は販売

業者等に

対する肥

料の譲渡

及び引渡

しの制限

並びに禁

止又は登

録の取消

しに関す

ること 

２ 肥料の

品質の確

保等に関 

１ 肥料の適

正使用の指

導に関する

こと 

２ 標準複合

肥料の設定

及び廃止に

関すること 

３ 肥料の登

録に関する

こと 

４ 肥料の生

産業者及び

販売業者の

届出の受理

に関するこ 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   する法律

に基づく

審査請求

の処理に

関するこ

と 

 と 

５ 事故肥料

の譲渡を許

可すること 

６ 肥料の生

産業者及び

販売業者等

に対する報

告の徴収及

び検査に関

すること 

７ 肥料の品

質の確保等

に関する法

律に基づく

聴聞に関す

ること 

８ 農薬の適

正使用の指

導に関する

こと 

９ 農薬の販

売者及び使

用者に対す

る報告の徴

収及び検査

に関するこ

と 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

園芸

課 

果樹、野菜、

花き及び特

用作物の生

産の振興に

関する事務 

 略 
  

園芸

課 

有機栽培及

び特別栽培

の推進に関

する事務 

 特別栽培農

産物認証要

綱の制定及

び廃止に関

すること 

１ 特別栽培

農産物認証

要綱の改正

に関するこ

と 

２ 特別栽培

農産物認証

制度に関す

ること 

園芸

課 

環境保全型

農業の推進 

 １ 持続性

の高い農 

１ 持続性の

高い農業生 

農業

経営

課 

農業の機械

化に関する

事務 

 特定高性能

農業機械導

入計画の策

定に関する

こと 

農業機械化の

推進及び農作

業事故の防止

に関すること 

農業

経営

課 

農業生産工

程管理に関

する事務 

 農業生産工

程管理の認

証に係る認

証要領の策

定に関する

こと 

農業生産工程

管理の認証に

係る事務処理

に関すること 

園芸

農産

課 

果樹、野菜、

花き及び特

用作物の生

産の振興に

関する事務 

 略 
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改正前 改正後 
 

に関する事

務 

 業生産方

式の導入

指針の策

定に関す

ること 

２ 地力増

進地域の

指定及び

解除に関

すること 

３ 農用地

土壌汚染

対策地域

及び特別

地区の指

定、指定

の変更及

び指定の

解除に関

すること 

４ 土壌汚

染地域に

おける排

出基準等

の設定及

び変更に

関するこ

と 

産方式の導

入計画の認

定制度に関

すること 

２ 農用地に

おける土づ

くりの推進

に関するこ

と 

３ 農用地土

壌汚染対策

計画の策定

及び変更に

関すること 

４ 農用地の

土壌汚染状

況の立入調

査に関する

こと 

５ 環境保全

型農業直接

支払制度に

係る事務処

理に関する

こと 
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改正前 改正後 

   ５ 農用地

土壌汚染

対策の特

別地区に

おける農

作物の作

付等の勧

告に関す

ること 

 

園芸

課 

農業生産工

程管理に関

する事務 

 農業生産工

程管理の認

証に係る認

証要領の策

定に関する

こと 

農業生産工程

管理の認証に

係る事務処理

に関すること 

園芸

課 

植物防疫に

関する事務 

  農作物病害虫

防除に関する

こと 

園芸

課 

肥料及び農

薬に関する

事務 

 １ 肥料の

生産業者

又は販売

業者等に

対する肥

料の譲渡

及び引渡

しの制限

並びに禁 

１ 肥料の適

正使用の指

導に関する

こと 

２ 標準複合

肥料の設定

及び廃止に

関すること 

３ 肥料の登 
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改正前 改正後 

   止又は登

録の取消

しに関す

ること 

２ 肥料の

品質の確

保等に関

する法律

に基づく

審査請求

の処理に

関するこ

と 

録に関する

こと 

４ 肥料の生

産業者及び

販売業者の

届出の受理

に関するこ

と 

５ 事故肥料

の譲渡を許

可すること 

６ 肥料の生

産業者及び

販売業者等

に対する報

告の徴収及

び検査に関

すること 

７ 肥料の品

質の確保等

に関する法

律に基づく

聴聞に関す

ること 

８ 農薬の適

正使用の指

導に関する

こと 
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    ９ 農薬の販

売者及び使用

者に対する報

告の徴収及び

検査に関する

こと 

園芸

課 

農業の機械

化に関する

事務 

 特定高性能

農業機械導

入計画の策

定に関する

こと 

農業機械化の

推進及び農作

業事故の防止

に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

園芸

農産

課 

主要農作物

の生産振興

に関する事

務 

 １ 主要農

作物の奨

励品種を

決定する

こと 

２ 主要農

作物の生

産の改善

計画を決

定するこ

と 

３ 主要農

作物の災

害対策に

関するこ

と 

１ 主要農作

物の種子計

画を決定す

ること 

２ 主要農作

物の指定種

子生産ほ場

を指定する

こと 

３ 指定種子

の生産ほ場

及びその生

産物の審査

に関するこ

と 

４ 指定種子  
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   ４ 主要農

作物に係

る 種 苗

法、特許

法等の出

願及び利

用権の許

諾に関す

ること 

生産者及び

指定種子生

産者に主要

農作物の種

子の生産を

委託した者

に対する勧

告、助言及

び指導を行

うこと 

５ 主要農作

物の生産の

改善に係る

事務を処理

すること 

園芸

農産

課 

水田農業の

振興に関す

る事務 

 水田農業の

基本方向に

関すること 

水田農業構造

改革対策の推

進に関するこ

と 

園芸

農産

課 

農産物検査

に関する事

務（流通・貿

易課の分掌

する事務に

関する部分

を除く。） 

  １ 登録検査

機 関 の 登

録・更新・変

更等に関す

ること 

２ 登録検査

機関の失効

の公示に関  
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

畜産

課 

畜産振興計

画に関する

事務 

 略   

 略     

畜産

課 

家畜の改良

増殖に関す

る事務 

 略   

 

 

 

 

    

    すること 

３ 業務規程

の届出受理

及び変更命

令に関する

こと 

４ 検査結果

の報告の受

理に関する

こと 

５ 登録検査

機関への措

置申出の受

付・調査・措

置に関する

こと 

畜産

課 

畜産振興計

画に関する

事務 

 略   

 略     

畜産

課 

家畜の改良

増殖に関す

る事務 

 略   

畜産

課 

畜舎等の建

築等及び利

用の特例に

関する事務 

  畜舎等の建築

等及び利用の

特例に関する

事務を処理す 
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改正前 改正後 

     

畜産

課 

養鶏振興に

関する事務 

 略   

 略     

土地

対策

課 

国土利用計

画法に関す

る事務 

 略   

土地

対策

課 

不動産の鑑

定評価に関

する法律に

関する事務 

 略   

土地

対策

課 

 

国土調査法

に基づく土

地分類調査

に関する事

務 

 略   

土地

対策

課 

土地利用対

策の総合調

整に関する

事務 

 略   

土地

対策

課 

国土調査法

に基づく地

籍調査に関

する事務 

 略   

土地

対策 

土地収用法

に関する事 

 略   

    ること 

畜産

課 

養鶏振興に

関する事務 

 略   

 略     

土地

利活

用課 

国土利用計

画法に関す

る事務 

 略   

土地

利活

用課 

不動産の鑑

定評価に関

する法律に

関する事務 

 略   

土地

利活

用課 

国土調査法

に基づく土

地分類調査

に関する事

務 

 略   

土地

利活

用課 

土地利用対

策の総合調

整に関する

事務 

 略   

土地

利活

用課 

国土調査法

に基づく地

籍調査に関

する事務 

 略   

土地

利活 

土地収用法

に関する事 

 略   
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改正前 改正後 

課 務    

土地

対策

課 

公有地の拡

大の推進に

関する事務 

 略   

土地

対策

課 

測量法に関

する事務 

 略   

土地

対策

課 

佐賀県土地

開発公社に

関する事務 

 略   

 略     
 

用課 務    

土地

利活

用課 

公有地の拡

大の推進に

関する事務 

 略   

土地

利活

用課 

測量法に関

する事務 

 略   

土地

利活

用課 

佐賀県土地

開発公社に

関する事務 

 略   

 略     
 

  

   附 則 

 この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 


